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「地理的条件不利な地域」の不感対策に関する政府の実施方針

〇 世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画

＜条件不利地域における携帯電話のエリア整備の推進＞

・ 地理的条件や事業採算性の問題等により、携帯電話を利用することが困難な地域が残存。
また、災害発生時の連絡手段確保等の重要性から、登山道、緊急輸送道路及び災害時に避難所
となる施設等の非居住地域におけるエリア化の推進が必要。

・ 引き続き、地方公共団体や無線通信事業者が行う基地局・伝送路の整備への補助金交付を
行い、平成31年度末までにサービスエリア外の人口１万人未満(エリア化を要望しない居住者を
除く。)を目標として推進するとともに、非居住地域についても、緊急時や災害時に携帯電話を利
用できる環境を整備。

・ これにより、携帯電話の利用に関する地域間格差を是正。

＜高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（本部長：安倍 晋三 内閣総理大臣）による平成30年６月15日閣議決定＞
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携帯電話等エリア整備事業の概要

携帯電話等は国民生活に不可欠なサービスとなりつつあるが、地理的条件や事業採算上の問題により利用することが困難な地域や現在の携
帯電話システムの主流である3.9世代移動通信システム（ＬＴＥ）以降のシステムが利用できない地域がある。それらの地域において携帯電
話等を利用可能とし、ＬＴＥ以降のシステムの普及を促進することにより、電波の利用に関する不均衡を緩和し、電波の適正な利用を確保
することを目的とする。

地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島など）において、地方公共団体が携帯電話等の基地局施設（鉄塔、無線設備等）、
伝送路施設（光ファイバ等）を整備する場合や、無線通信事業者等が基地局の開設に必要な伝送路施設や高度化施設（ＬＴＥ以降の無線
設備等）を整備する場合に、当該基地局施設や伝送路の整備に対して補助金を交付する。

施策の概要

ア 事業主体：地方公共団体 ←基地局施設・伝送路施設（設置）

無線通信事業者 ←高度化施設（設置）、伝送路施設（運用）

イ 対象地域：地理的に条件不利な地域（過疎地、辺地、離島、半島など）

ウ 補助対象：基地局施設（鉄塔、局舎、無線設備等）、伝送路施設（光ファイバ等）、

高度化施設（ＬＴＥ以降の無線設備等）の設置費用

伝送路施設の運用費用（※中継回線事業者の設備の１０年分の使用料）

【１００世帯以上】

【１００世帯未満】

市町村
１/５

国
２/３

都道府県
２/１５

国
１/２

市町村

３/１０
都道府県
１/５

エ 負担割合：

（基地局施設の設置費用）
【１００世帯以上】

無線通信事業者
１/２

【１００世帯未満】

無線通信事業者

１/３

国
１/２

国
２/３

（高度化施設の設置費用・伝送路施設の運用費用）

エリア整備に必要
な施設・設備

（注）条件不利地域指定を受けている市町村が実施する場合、
市町村負担分の一部については携帯電話事業者が負担。

（伝送路施設の設置費用）

 

  

伝送路（海底光ファイバ等）

（離島の場合）

 

 伝送路

基地局施設
交換局

※以下の事業主体の場合国の補助率が異なる
・財政力指数0.3未満の有人国境離島市町村
（全部離島）は4/5

･道府県･離島以外市町村は1/2、東京都 1/3

離島市町村
１/３

国
２/３
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携帯電話等エリア整備事業による整備実績

年 度

基地局整備 伝送路（運用） 高度化事業 伝送路（設置） 合計

予算額
（億円）

実 施
箇所数

予算額
（億円）

実 施
箇所数

予算額
（億円）

実施
箇所数

予算額
（億円）

実施
箇所数

予算額
（億円）

実 施
箇所数

H20 27.9 92 30.9 69 - - - - 58.8 161

H21
47.6

＜16.7＞
880

133.1
＜83.6＞

135 - - - -
180.7

＜100.3＞
1,015

H22 24.2 110 41.6 81 - - - - 65.8 191

H23 22.1 121 35.9 53 - - - - 58.0 174

H24 21.6 99 25.6 44 - - - - 47.2 143

H25 16.7 54 7.9 8 - - - - 24.6 62

H26 11.9 69 3.1 16 - - - - 15.0 85

H27 9.7 44 2.5 8 - - - - 12.2 52

H28 8.4 60 3.1 4 - - - - 11.5 64

H29 9.8 45 6.6 3 3.2 32 16.2 2 35.8 82

H30 11.9 29 3.5 2 2.8 15 15.2 2 33.4 48

合計
211.8

＜16.7＞
1,603

293.8
＜83.6＞

423 6.0 47 31.4 4
543.0

＜100.3＞
2,077

注１ 実施箇所数は交付決定ベース。
注２ ＜＞内の数値は補正予算額で内数。
注３ 平成30年度については10月末時点のものであり今後変動の可能性がある。
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携帯電話を利用できない不感地域の状況（平成２９年度末現在）

○ 携帯電話のサービスエリアの居住人口の割合（人口カバー率）は９９.９９％。
○ 携帯電話のサービスエリア外の居住人口（エリア外人口）は全国で約１.６万人。

エリア化を要望しない居住者を除くと約1.３万人。
○ エリア外集落は１,２９３箇所。 居住人口１０人以下の集落が全体の６４.４％。

エリア化を要望しない集落を除くと１,００３箇所。

【エリア外人口等の推移】
（万人）

【エリア外集落数】
（箇所）

（人）

集
落
数

3.4

2.6 1.6 1.4 1.3

15.5 

12.1 
10.0 

8.1 

6.0 

3.9 3.5 
2.3 

1.8 1.6 

0

10

20

H20
年度末

H21
年度末

H22
年度末

H23
年度末

H24
年度末

H25
年度末

H26
年度末

H27
年度末

H28
年度末

H29
年度末

エリア外人口

（エリア化を希望しない居住者を除く）

エリア外人口

598

384

245

145
88

52 40 26 17 11
62

519

351

211

101
78

35 32 22 15 8
42

477

356

197

82
58 37 18 14 13 4 37

0

100

200

300

400

500

600

700

居住人口

H27年度末

H28年度末

H29年度末

出典：総務省「平成30年度携帯電話のエリア整備及び電波遮へい対策に関する調査研究」
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出典：総務省「平成30年度携帯電話のエリア整備及び電波遮へい対策に関する調査研究」
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○ 非居住エリアのエリア化の要望は増加傾向にあり（100件以上）、要望する理由は、観光業に
係る要望が最も多く、防災の要望がこれに続くなど、多様なニーズが寄せられている。

81
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22 20 19

6

38

0
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90

観光業 防災 登山・山菜取り 農業・漁業 工業・幹線道路 生活道路 理由不明

非居住エリアにおける不感解消要望の状況

＜件数＞

出典：総務省「平成30年度携帯電話のエリア整備及び電波遮へい対策に関する調査研究」

総務省にて全市町村に対して行った
アンケート調査において、「不感解
消の要望あり」と回答されたエリア
のうち、非居住エリア（夜間人口０
人）について要望する理由を確認し
た結果を集計したもの。
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〇 観光ビジョン実現プログラム2018

2020年までに新幹線トンネルの全区間において携帯電話が利用できるようにするため、経営状況の厳し

い鉄道事業者が営業主体となる新幹線路線の対策を行う場合には、「電波遮へい対策事業」の補助率の引

上げを行い、引き続き対策を強化する。

＜観光立国推進閣僚会議（主宰：安倍 晋三 内閣総理大臣）による平成30年６月12日決定＞

〇 世界最先端デジタル国家創造宣言・官民データ活用推進基本計画

一般社団法人等による携帯電話用中継施設の整備に対し、補助金の交付を行い、経営状況の厳しい

鉄道事業者が営業主体となる新幹線路線の対策を行う場合には、補助率の引き上げを行うことで対策を強化

し、平成32年までに新幹線トンネルの全区間について携帯電話を利用可能となることを目指す。

＜高度情報通信ネットワーク社会推進戦略本部（本部長：安倍 晋三 内閣総理大臣）による平成30年６月15日閣議決定＞

〇 未来投資戦略2018

新幹線トンネルの電波遮へい区間対策の強化等を図る。

＜日本経済再生本部（本部長：安倍 晋三 内閣総理大臣）による平成30年６月15日閣議決定＞

〇 未来投資戦略2017

新幹線トンネルにおける携帯電話の通じない区間の2020年までの解消を目指す。

＜日本経済再生本部（本部長：安倍 晋三 内閣総理大臣）による平成29年６月９日閣議決定＞

「電波遮へい空間」の不感対策に関する政府の実施方針
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一般社団法人等
１/２

電波遮へい対策事業の概要

鉄道トンネル等の人工的な構築物により電波が遮へいされる場所でも携帯電話等が利用できるようにし、非常時等
における通信手段の確保など、電波の適正な利用を確保することを目的とする。

鉄道トンネルや高速道路トンネル等の電波が遮へいされる場所において、一般社団法人等が移動通信用中継施設を整備する場合、国が当該施
設の整備に対して補助金を交付する。

施策の概要

ア 事業主体：一般社団法人等

イ 対象地域：鉄道トンネル、高速道路トンネル等

ウ 補助対象：移動通信用中継施設（鉄塔、局舎、アンテナ、光ケーブル等）

エ 負担割合：

【道路トンネル】

一般社団法人等

１/２

国
１/２

注：無線局Aと無線局Bとの間の電波が遮へいされるため、
無線局Cを設置することによりトンネル内での通信を可能とする。

C

Ａ

アンテナ

【吹込み方式】
基地局

交換局

光ケーブル

無線設備

電源設備

携帯電話

Ｂ

電波が遮へい

トンネル

イメージ図

交換局
【光基地局方式】

携帯基地局

アンテナ
光ファイバ

Ａ

C

Ｂ

電波が遮へい
無線設備

電源設備

新幹線トンネルの場合道路トンネルの場合

【鉄道トンネル】

国
１/３

鉄道事業
者１/６

※ 直近10年間継続して営業損失が発生している鉄道事業者が営業主体となる
新幹線路線における対策の場合は国５／１２、一般社団法人等７／１２。
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電波遮へい対策事業による整備実績

H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 合計

予算額（億円） 28.7 28.9 20.8 20.0 20.0 19.5 19.5 20.0 30.1 70.5 66.6 344.6

実施箇所数（件） 125 66 47 61 87 114 78 67 65 72 84 866

注１ 実施箇所数は交付決定ベースの対策トンネルの数。
注２ 平成30年度については10月末時点のものであり今後変動の可能性がある。

年度

予算額・箇所数
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新幹線トンネル対策の状況

未対策区間（対策中を除く）

北海道
新青森～新函館北斗

（青函トンネル等除く）

東 北 七戸十和田～新青森

秋 田 盛岡～秋田

山 形 福島～新庄

上 越 越後湯沢～浦佐

九 州 出水～鹿児島中央

全ての新幹線の総トンネル長1105km
のうち､平成30年11月時点で対策が完
了しているのは667km（60％）

対策済み区間

東 北 東京～二戸

上 越 東京～上毛高原

北 陸
東京～佐久平
黒部宇奈月温泉～金沢

東海道 東京～新大阪 ※全区間

山陽 新大阪～博多 ※全区間

九 州 博多～熊本
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在来線トンネル対策の状況（ＪＲ中央本線：高尾～塩尻）

新鶴瀬トンネル（上り）
新深沢トンネル（上り）

新深沢第二トンネル（下り）
新大日影トンネル（上り）

新大日影第二トンネル（下り）

新笹子トンネル（上り）
笹子トンネル（下り）

猿橋トンネル

御前山トンネル（上り）

新倉トンネル（上り）

新小仏トンネル（下り）
小仏トンネル（上り）

新与瀬トンネル（上り）

塩嶺トンネル
（長野県）

善知烏トンネル
（長野県）

※１km以上のトンネルのみ記載

県名 トンネル名 全長（m） 対策年度等

神奈川県
（一部東京都）

新小仏トンネル（下り） ２，５９４ 平成21年度対策済

小仏トンネル（上り） ２，５７４ 平成23年度対策済

神奈川県 新与瀬トンネル（上り） ２，１９０ 平成21年度対策済

山梨県

新倉トンネル（上り） １，３４９

御前山トンネル（上り） １，５５２

猿橋トンネル １，２２２

新笹子トンネル（上り） ４，６７０ 平成22年度対策済

笹子トンネル（下り） ４，６５６ 平成24年度対策済

新鶴瀬トンネル（上り） １，２５２

新深沢トンネル（上り） １，６３２

新深沢第二トンネル（下り） １，６１３

新大日影トンネル（上り） １，４１２

新大日影第二トンネル（下り） １，４１５

長野県
塩嶺トンネル（複線） ６，１５４ 平成22年度対策済

善知烏（うとう）トンネル（単線） １，６７７
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道路トンネル対策の状況

年度 高速道路
（対策済箇所数/全箇所数）

直轄国道
（対策済箇所数/全箇所数）

H29 98.5%
（725/736）

93.7％
（567/605）

H28 98.3％
（710/722）

94.7％
（553/584）

（注）供用開始された全長500ｍ以上の道路トンネルであって、トンネル両端で携帯電話サービス
を利用できるものとして確認したトンネル数を（分母）に、トンネル内で携帯電話サービスの利用
が可能なトンネル数（分子）にして算出。

出典：（公社）移動通信基盤整備協会算出データ
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携帯電話の不感エリア解消状況（まとめ）

対象エリア これまでの研究会等での
とりまとめ結果 現在の状況 備考

（政府決定）

居住エリア H26～28でエリア外人口を半減
（3.4万人→1.7万人） 約1.3万人（H29年度末時点）

H31年度末までにエリア外人口
を１万人未満
（世界最先端IT国家創造宣言・官民
データ活用推進計画（H30.6））

非居住エリア
交流拠点や主要道路、峠道等におい
ても必要に応じて基地局整備を進め
ていく

H29年度までは毎年度３件程度、
H30年度は5件実施予定と増加傾
向にある

緊急時や災害時に携帯電話を利
用できる環境を整備
（世界最先端IT国家創造宣言・官民
データ活用推進計画（H30.6））

電波遮へい
エリア

道路
トンネル

高速道路100％、直轄国道90％の
整備率を達成・維持

高速道路98%、直轄国道95%
（H29年度末時点） -

新幹線
トンネル

H26～28で未対策区間の４分の１
（130キロ程度）を対策

全長 1105ｋｍのうち 667km
(60%)を対策済

（H30.11月時点）

2020年までに全区間の解消を目
指す
（未来投資戦略2017（H29.6））

在来線
トンネル

大量輸送路線・長距離路線における
長距離トンネルを優先度の高いトン
ネルとして対策

中央本線 約23km
（H25以降は新幹線を優先するた

め補助実績無し）
-

14
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主な検討事項等

１．地理的に条件不利な地域における整備方針

(1) 居住エリア
携帯電話等エリア整備事業は、平成31年度末までにエリア外人口を1万人未満とすることを目標にし

ているが、平成32年度以降の目標設定が必要。
→ エリア外集落の64.4%が居住人口10人以下の集落となっている。
→ 伝送路が未整備な地域が大半であり、新規整備には多額のコストがかかるケースが多くなっている。

(2) 非居住エリア
携帯電話等エリア整備事業では、緊急時に備えた通信の確保や観光振興等の観点から、非居住エリア

も補助対象としているところ、近年は、こうしたエリアについて、事業実施の要望が増加傾向にあり、
対策を行うに当たって方針を明確化することが必要。
→ 非居住エリアのエリア化の要望が増加傾向にあり、観光業、防災、登山など多様な観点の要望が寄せられている。
→ 例えば、登山道などにおいては、エリア整備に当たって電力確保や伝送路の整備が地理的・物理的に困難な場合が

あるほか、自然条件が厳しいことなどから、実際に工事できる期間が極めて限られてしまい、単年度中の工事完了
が困難な場合もある。

16

(1) 鉄道トンネル
新幹線トンネルの対策完了の目処が一定程度ついたところ。一方、在来線トンネルについては（新

幹線トンネルとは異なり）、これまで具体的な目標（対策区間やスケジュールなど）を設定していな
いことから、方針を明確化することが必要。
→ 平成25年度以降、在来線トンネルの対策が一時的に停止。
→ 開業前の新幹線（北海道、北陸及び九州の各新幹線）の延伸路線トンネルの整備方針は明示されていない。

(2) 道路トンネル
高速道路や直轄国道においては、ほぼ目標を達成しているが、なお未整備のトンネルの対策につい

て、方針を明確化する必要がある。

２．電波遮へいエリアにおける整備方針
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想定スケジュール

回 日時 議題

第１回
2018年11月２日（金）

9:30～11:15

(1) 現状と課題の把握
(2) 事業者・自治体の取組、要望等の把握①

（NTTドコモ、ソフトバンク、岩手県）
(3) 意見交換

第２回
2018年12月５日（水）
10:00～（最大２時間）

(1) 事業者・自治体の取組、要望等の把握②
（KDDI,楽天モバイルネットワーク、

福島県、富山県、和歌山県、木曽町）
(2) 意見交換

第３回 2019年１月下旬頃

(1) 事業者・自治体の取組、要望等の把握③
（移動通信基盤整備協会、JR）

(2) とりまとめ骨子（案）の提示
(3) 意見交換

第４回 2019年３月中
(1) とりまとめ（案）の提示
(2) 意見交換

～ パブリックコメント期間（１ヶ月程度） ～

第５回 2018年５月中 (1) とりまとめ

2018年11月2日 ３月2019年１月 ５月

とりまとめ（案）の提示 とりまとめ・事業者・自治体の
取組・要望の把握②

・事業者・自治体の
取組・要望の把握③
・とりまとめ骨子案の提示

12月5日

研究会発足
・ 現状・課題の把握
・ 事業者・自治体の
取組・要望の把握①

18
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通信サービスに係る契約数の推移

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

14,000

16,000

18,000

20,000
固定電話

移動電話

3.9-4世代携帯電話（LTE）

固定系ブロードバンド

IP電話

90年（西暦）

(万契約）

移動電話

17,382

固定系ブロードバンド
3,949

IP電話
4,261

固定電話と移動電話が逆転
（2000年11月）

固定電話と固定系ブロード
バンドが逆転（2012年9月）

（携帯電話、PHS)

（光ファイバ、DSL、ＣＡＴＶインターネット、FWA)

（NTT東西加入電話（ISDNを含む）、直収電話、ＣＡＴＶ電話)

出典：電気通信事業報告規則に基づく報告

3.9-4世代

携帯電話（LTE）
12,409

固定電話
2,096

18.6

2018年6月末時点

18.3

注２：移動電話は、2013年度第２四半期以降、グループ内取引調整後の契約数。

 移動電話の契約数は、２０００年（平成１２年）１１月に固定電話契約数を抜く。２０００年からの１８年間で約３倍に増加

し、１億７，０００万契約を超える。

20
注１：各年は３月末の数字（2018年６月末を除く）。



出典：総務省「我が国の移動通信トラフィックの現状（平成30年６月）」

移動系通信トラヒックの推移
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出典：警察庁「平成29年における山岳遭難の概況（平成30年６月）」

山岳遭難発生時における通信手段の使用状況

22
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携帯電話 使用なし アマチュア無線など 発生件数

○ H29年の発生件数2,583 件中1,991件（77％ ）が遭難現場から携帯電話を使用し、救助を要請している。
○ 今後も、携帯電話による救助要請の増加が予想され、Ｇ Ｐ Ｓ 機能付きの携帯電話であれば、自分の現在地
をより速やかに救援機関に伝えることができるなど、救助要請手段として有効であるものの、多くの山岳では通
話エリアが限られることやバッテリーの残量に注意が必要である。

＜通信手段の件数＞ ＜遭難の発生件数＞



この条及び次条において「電波利用料」とは、次に掲げる電波の適正な利用の
確保に関し総務大臣が無線局全体の受益を直接の目的として行う事務の処理に
要する費用（同条において「電波利用共益費用」という。）の財源に充てるために
免許人等、第十項の特定免許等不要局を開設した者又は第十一項の表示者が
納付すべき金銭をいう。
一～八 （略）
九 前号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて行

われる無線通信を利用することが困難な地域において必要最小の空中線電
力による当該無線通信の利用を可能とするために行われる次に掲げる設備
（当該設備と一体として設置される総務省令で定める附属設備並びに当該設
備及び当該附属設備を設置するために必要な工作物を含む。）の整備のため
の補助金の交付その他の必要な援助

イ 当該無線通信の業務の用に供する無線局の無線設備及び当該無線局の
開設に必要な伝送路設備

ロ （略）
十 前二号に掲げるもののほか、電波の能率的な利用に資する技術を用いて

行われる無線通信を利用することが困難なトンネルその他の環境において当
該無線通信の利用を可能とするために行われる設備の整備のための補助金
の交付

十一・十二 （略）

補助金の交付に係る根拠規定＜電波法 第103条の２ 第４項（抄）＞
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